
号

外�十一
令

和

四

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課)

一

○
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

二

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

二

○
岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(
子
ど
も
家
庭
課)

三

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教

職

員

課)

三

告

示

○
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及

び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託

(

税

務

課)
四

規

則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和

四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

、
公
務｣

を｢

、
公
務
上
の
災
害｣

に
、｢

よ
り
生
じ
た
と｣

を｢

よ
る
災
害
と｣

に

改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中｢

及
び｣

を
削
る
。

第
七
条
の
二
第
二
号
中｢

、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合｣

の
下
に｢

、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合｣

を
加
え
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
注
意
事
項
第
六
号
中｢請

求
書
｣

を｢証
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

( ) 令和４年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
四
月
一
日



令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中｢

又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室｣

を｢

若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室｣

に
改
め
、

｢

現
金｣

の
下
に｢

又
は
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
二
２
の
表
照
明
設
備
の
部
夜
間
照
明
の
項
中｢

一
、
八
七
〇｣

を｢

四
六
〇｣

に
、｢

三
、

七
四
〇｣

を｢

九
一
〇｣

に
、｢

三
四
〇｣

を｢
一
七
〇｣

に
、｢

六
六
〇｣

を｢

三
四
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中｢

第
四
条
、
第
五
条｣

を｢

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で｣

に
、｢

及
び
第
十
六
条｣

を｢

、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中｢岐

阜
県

保
健
所
長

様
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中｢岐

阜
県

保
健
所
長

様
｣

を
削
り
、｢氏

名
｣

｢ ふ
り
が
な

を

氏
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中｢岐

阜
県

保
健
所
長

様
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢保

健
所
長
様
｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和４年４月１日 ( )２

岐
阜
県

年
月

日

年
月

日

電
話
番
号



｣

め
、｢保

健
所
長
様
｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢保

健
所
長
様
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

附
則
第
七
条
第
九
項｣

を｢

附
則
第
八
条
第
九
項｣

に
、｢

附
則
第
八
条
第
三
項｣

を
｢

附
則
第
九
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中｢

附
則
第
七
条
第
五
項｣

を｢

附
則
第
八
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
四
中｢

附
則
第
七
条
第
九
項｣

を｢

附
則
第
八
条
第
九
項｣

に
、｢

附

則
第
八
条
第
三
項｣

を｢

附
則
第
九
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

第
八
条
第
五
項｣

を｢

第
八
条
第
六
項｣

に
、｢

第
三
十
一
条
の
六
第
五
項｣

を｢

第
三
十
一
条
の
六
第
六
項｣

に
、｢

第
三
十
七
条
第
五
項｣

を｢

第
三
十
七
条
第
六
項｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

附
則
第
七
条
第
六
項｣

を｢

附
則
第
八
条
第
六
項｣

に
、｢

附
則
第
八
条
第
二
項｣

を｢

附
則
第
九
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

附
則
第
七
条
第
九
項｣

を｢

附
則
第
八
条
第

九
項｣

に
、｢

附
則
第
八
条
第
三
項｣

を｢

附
則
第
九
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

本
則
の
表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

( ) 令和４年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

岐
阜
県

二
〇
〇
人
五
人

四
五
人

一
八
二
人

三
、
九
一
四
人

三
八
九
人
九
人

九
三
人

三
六
六
人

六
、
五
九
三
人

一
九
六
人
四
人

四
五
人

一
八
〇
人

三
、
八
九
一
人

三
八
五
人
七
人

九
三
人

三
六
四
人

六
、
六
四
七
人



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
七
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
岐
阜
県
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜

県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

に
規
定
す
る
自
動
車
税(

以
下｢

旧
自
動
車

税｣

と
い
う
。)

に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政

令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務

の
委
託
に
関
す
る
告
示(

令
和
二
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和４年４月１日 ( )４

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
七
号

株
式
会
社
電
算
シ
ス
テ
ム

岐
阜
市
日
置
江
一
丁
目
五
八
番
地

受
託
者
の
名
称
及
び
住
所

直
営
店
舗
、
加
盟
店
舗
等
に
お
け
る
個
人
の

事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種

別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧
自
動
車
税
の
収
納

Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
の
表
示
の
あ
る
加
盟
店
舗
に

お
け
る
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧
自
動

車
税
の
収
納

個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車

税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧
自
動
車
税
の

収
納
事
務
の
と
り
ま
と
め

委
託
内
容

K
D
D
I

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
〇
番
一
〇

号

PayPay

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
丁
目
三
番

LIN
E
Pay

株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
番
二
号

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
番
一
号

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リau

PAY

を

利
用
し
た
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧
自
動

車
税
の
収
納

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リPayPay

を

利
用
し
た
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧
自
動

車
税
の
収
納

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リLIN

E
Pay

を
利
用
し
た
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得

税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
旧

自
動
車
税
の
収
納

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
、
鉱

区
税
及
び
旧
自
動
車
税
の
収
納

同
右

同
右

同
右

同
右

令
和
四
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


